
　産業廃棄物処理施設等の新たな設置や構造・規模を変更するに当たっては，「鹿児島県産業廃棄物
等の処理に関する指導要綱」による事前協議及び「廃棄物処理法」による許可の手続きが必要です。
　①「鹿児島県産業廃棄物等の処理に関する指導要綱」に基づく事前協議
　　○排出事業者：②の許可を要する施設（生活環境影響調査書を添付）
　　○処分業者　：すべての施設（②の許可を要する施設については，生活環境影響調査書を添付）
　②設置許可対象施設の場合，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく設置許可申請
　③事業者が自らの廃棄物のみを処理する場合は手続き終了
　④処理業者が設置した場合
　　○処分業の許可を有していない場合：産業廃棄物処分業の許可申請
　　○処分業の許可を有している場合
　　　・同種の処理施設を有する場合：産業廃棄物処分業変更届
　　　・同種の処理施設を有していない場合：産業廃棄物処分業の事業範囲変更許可申請

廃棄物処理施設の設置許可申請等について

◆事前協議書の提出（設置等予定者→知事）

事前協議書の送付，概要説明（知事→関係市町村長）

生活環境保全の見地からの意見，協議すべき対象者等の意見聴取（関係市町村長→知事）

関係地域，関係者等を定め通知（知事→関係市町村長，設置等予定者）

◆事前協議の内容を協議（設置等予定者←→関係者，関係市町村長）

◆説明会の開催の通知（設置等予定者→知事，関係市町村長）

◆説明会の開催（設置等予定者→関係者）

◆関係者意見報告書の提出（設置等予定者→知事，関係市町村長）

調整すべき意見の範囲の指示（知事→関係市町村長）

◆関係者意見に係る調整（知事←→設置等予定者）

◆協議等結果報告書の提出（設置等予定者→知事）

協議等結果報告書に係る意見聴取（関係市町村長→知事）

事前協議終了の通知（知事→関係市町村長，設置等予定者）

地域振興局等へ提出

第7条 別記第1号様式

第8条第1項

第8条第2項

第16条の2第1項

市町村長からの意見が
聴取できない場合

第8条第3項

第9条

第10条第2項

第10条第1項

第11条第1項　別記第2号様式　関係市町村へ1部提出

地域振興局等へ提出

第11条第2項

第12条第2項

第16条の2第1項

市町村長からの意見が
聴取できない場合

第12条第1項　別記第3号様式
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◇協議内容の変更（設置等予定者→知事）

◇環境保全協定の締結（設置等予定者←→関係市町村長，関係者）

第13条

第14条

第15条

地域振興局等へ提出

鹿児島県産業廃棄物等の処理に関する指導要綱に基づく
事前協議手続きについて

注）◆で記載した項目が設置予定者が
　　 行う手続きです。



廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく
処理施設設置許可等の手続きについて

注）◆で記載した項目が設置予定者が
　　 行う手続きです。

◆県指導要綱による事前協議終了
　処理施設の設置計画，維持管理の計画
　生活環境影響調査書（環境アセス）

◆産業廃棄物処理施設設置許可申請
　処理施設の設置計画，維持管理の計画
　生活環境影響調査書（環境アセス）

告示・縦覧
（縦覧期間1ヶ月）

関係市町村からの意見聴取
（生活環境保全上の見地）

周辺住民等からの意見書提出
（生活環境保全上の見地，縦覧完了から2週間以内）

専門的知識を有する者の意見聴取
（生活環境保全上の見地）

審査
・国の定める技術上の基準に適合していること。
・地域の生活環境に適正な配慮がなされていること。
・施設の維持管理を的確かつ継続して行う能力があること。
・設置者が欠格要件に該当しないこと。

設置許可

◆施設整備

◆施設設置完了

◆産業廃棄物処理施設使用前検査申請

産業廃棄物処理施設の使用前検査

産業廃棄物処理施設使用前検査終了通知

【処分業者】 【事業者（自社処理）】

◆処分業許可申請等

◆事業開始

許可等

◆処理開始

点線内は最終処分場，焼却施設，石綿等溶解施設，PCB処理施設のみ

第15条第2項
第15条第2項第6号，第7号
第15条第3項

第15条第4項
第15条第5項

第15条第6項

第15条の2第3項

第15条の2第1項

第15条第1項

第15条の2第5項

第14条第6項等
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